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意図的なルール違反・ヒューマンエラーを 

リスクアセスメントに反映させる手法について 
 

【趣旨】 
労働災害防止について、「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」対策が最

重要課題の一つと言っても過言ではない。一方、リスクアセスメントの手法にお

いては、厚労省指針及び通達、中災防研修テキストには、リスクの見積もりの際

には、意図的なルール違反・ヒューマンエラーを考慮することを述べているが、

その具体的な手法は示されていない。 
「製造業安全対策官民業協議会」の「向殿 SWG チーム」は、「意図的なルー

ル違反・ヒューマンエラー」をリスクアセスメントに反映させる手法を開発した

ので、その活用方法を次のとおり示す。 
なお、上記を行う場合は、「意図的なルール違反・ヒューマンエラーの類型化

のための整理表（項目）」（別添資料１）及び「整理表（項目及び事例に基づくガ

イド）」（別添資料２）を活用する。これら別添資料は、各業界団体へのアンケー

ト結果を通じて「意図的なルール違反・ヒューマンエラーの事例（２５９事例）」

を収集し、分析し、４９の類型化した小項目に整理したものである。 
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Ⅰ 「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」をリスクアセスメントに反映さ

せる手法 
 
（１）「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」をリスクアセスメントの「危

険性又は有害性ごとのリスクの見積もり」に以下のとおりの手順で反映させる。 
なお、以下の「見積もりの例１、２-（１）、２-（２）」は「試行的」な取組

例 である。 
  また、以下の見積もりの例１、２-（１）、２-（３）で使用する「リスク見積

もりの評価基準」は参考例であり 、原則、自社で使用している「リスク見積も

りの評価基準」をそのまま使用することが望ましいい。 
 
【リスクアアセスメントの基本的な流れ】 
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①【見積もりの例１（数値化しない方法（２要素の場合）】 
 

㋑「危険性又は有害性ごとのリスクの見積もり」を２要素で「見積もる」場

合は、「危害に至る可能性」と「危害の重大性」で評価する。 
 
㋺上記㋑の「危害に至る可能性」を「意図的なルール違反・ヒューマンエラ

ー」の起こる可能性を、今回開発した「整理表（項目）」及び「整理表（項目

及び事例に基づくガイド）」を活用する。 
 
㋩上記㋑～㋺のとおり、リスクアセスメント手順の「リスクの見積もり」時

に行うことを基本とするが、通常の「危害に至る可能性」を評価した後に、

再度、「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」を見積もる観点から、評価

を行った方がより効果的 である。 
 

㊁具体的には、「整理表（項目）」の４９の項目 のうち、該当するそれぞれの

項目を、以下の評価基準（参考例）に基づき、可能性を３段階で評価する。 
 
＜３段階の可能性の評価基準（参考例）＞ 

 可能性が高い 可能性がある 可能性がほとんど無い 
可能性 A B C 

 
  ＜見積もり結果＞ 
 可能性 
意図的なルール違反・ヒューマンエラー 上表の三段階の可能性の基準で評価する 
 
  ㋭上記㊁で評価したそれぞれの項目で、最も可能性の高いもの を、「意図的

なルール違反・ヒューマンエラー」の可能性として評価する。 
 

例えば 、以下の例のとおり、複数の項目の中では、項目（(b)-3）が「A」

と最も高いので、可能性は「A」と評価される。 
 

A (b)-3 作業者が、容易に、安全カバーを外すことが可能である。 
B (b)-6 作業者は、電源や機械を止めずに、作業を行うことが可能である。 
C (c)-9 作業者は、共同で作業を行う際、作業連携が不十分なまま、作業を

行う可能性がある。 
該当なし (f)-4 作業者は、無資格のまま、作業を行うことが可能である。 
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 ㋬上記㋭の評価の結果を、以下の「マトリックスを用いたリスクレベル表」

に反映させる。 
 

例えば 、上記㊁で、「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」が「A」

（赤字）と評価された場合は、以下のマトリックスの「可能性」で ２段階リス

クを上げ、「Ⅲ」→「Ⅳ」となり、「B」（青字）と評価された場合は、１段階リ

スクレベルを上げ、「Ⅱ」→「Ⅲ」となる。なお、「C」の場合は、そのままのリ

スクレベルとする。 
 

＜マトリックスを用いたリスクレベル表＞ 
危害の重大性 

 
危害に至る可能性 

重度の障害 重症 軽症 

可能性が高い Ⅳ Ⅲ Ⅱ 

可能性がある Ⅳ Ⅲ Ⅰ 

可能性がほとんど

ない 
Ⅲ Ⅱ Ⅰ 

 
 

  

「A」の場合 「B」の場合 
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「６」の場合 

「２」の場合 

 
 
②【見積もりの例２-（１）（数値化した方法（２要素の場合）で数値の加算方式】 

㋑この方式は、見積もりを数値化し、かつ、以下のとおり数値を加算する方

式である。 

 

㋺リスクアセスメントを「数値化した方法」で見積もる場合も、上記「数値

化しない方法」の上記㋑～㋭の手順と同じであるが、以下の評価基準（参考

例）に基づき、可能性を数値で評価する。 
 

＜数値による可能性の評価基準（参考例）＞ 
 確実である 可能性が高い 可能性が低い 可能性がほとんどない 

可能性 ６ ４ ２ １ 
 
＜見積もり結果＞ 

 可能性 
意図的なルール違反・ヒューマンエラー 上表の数値による可能性の基準で評価する 

 
     ㋩上記のとおり「数値で評価」した場合、以下の「危害に至る可能性の

各区分」に反映させることとする。 
 

例えば、上記㋺で、例えば、「６」（赤字）と評価された場合は、以下の

表で「６」を加算 し、「２」（青字）と評価された場合は、以下の表で「２」を

加算 することとなり、リスクレベルが上がる。 
＜危害に至る可能性の区分＞ 
 

確実である ９～        ９ 
可能性が高い ７～８ 
可能性がある ３～５       ３ 
可能性がほとんどない １～ 
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③【見積もりの例２-（２）（数値化した方法（２要素の場合）でリスクレベルの

ジャンプ方式】 
㋑この方式は、見積もりを数値化し、かつ、以下のとおりリスクレベルをジ

ャンプアップさせる方式である。 

 

㋺この方式も、リスクアセスメントを「数値化した方法」で見積もる場合も、

上記「数値化しない方法」の㋑～㋭の手順と同じであるが、以下の評価基準

（参考例）に基づき、可能性を数値で評価する。 

 
＜数値による可能性の評価基準（参考例）＞ 

 確実である 可能性が高い 可能性が低い 可能性がほとんどない 
可能性 ６ ４ ２ １ 

 
＜見積もり結果＞ 

 可能性 
意図的なルール違反・ヒューマンエラー 上表の数値による可能性の基準で評価する 

 
     ㋩上記のとおり「数値で評価」した場合、以下の「危害に至る可能性の

各区分」に反映させることとする。 
 

例えば、上記㋩で、例えば、当初「２」と評価されていたものが「６」

（赤字）と改めて評価された場合、また、当初「１」と評価されたものが「４」

（青字）と改めて評価された場合は、以下の表で「２」→「６」、「１」→「４」

へジャンプアップし、リスクレベルが上がる。 
＜危害に至る可能性の区分＞ 

 
 
  

確実である ６         
可能性が高い ４ 
可能性がある ２        
可能性がほとんどない １ 
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（２） リスクアセスメント手法の「危険性又は有害性の特定」の際にも活用す

る方法 
 

上記「整理表（項目）」「整理表（項目及び事例に基づくガイド）」は、「リスクの

見積もり」の他に、「危険性又は有害性の特定」にも有効な手法である、と提案

する。（下図のリスクアセスメント流れ図） 
 
 具体的には、安全装置の装備により危険性又は有害性（ハザード）がないと評

価されていた機械等について、意図的なルール違反・ヒューマンエラー等による

安全装置の無効化が発生する前提で、ハザードのある機械等として特定するこ

とが期待できる。 
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Ⅱ 今後の進め方 
今回開発した「意図的なルール違反・ヒューマンエラー」を「リスクの見積も

り」に反映させる手法は、「試行的」であるため、必要に応じ、今後、トライ

ヤル（試行）を行ってみて、この手法の有効性や課題等を検証する。 
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意図的なルール違反・ ヒ ュ ーマン エラ ーの類型化のための整理表（ 項目） （ 及び評価結果のチェ ッ ク リ スト 様式） 　 　 　 　 （ 原則、 自社で使用し ている 「 リ スク の見積も り の評価基準」 を 使用する こ と が望まし い。 ）

意図的なルール違反（ 安全機能・ 安全装置等） 評価結果

安全機能等の無効化又は無視する 可能性

（ A） 生産性の低下等、 労働災害防止のための機能・ 方策を 無効化さ せる 動機

（ a） -1　 作業者は、 意図的に、 安全よ り も 生産性を 優先する こ と が可能である 。

（ a） -2　 作業者は、 意図的に、 安全カ バー等を 外すこ と が可能である 。

（ a） -3　 作業者は、 意図的に、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ a） -4　 作業者は、 意図的に、 安全機能を 改造する こ と が可能である 。

意図的なルール違反（ 作業手順の逸脱等）

（ C） 　 作業手順等の周知状況

（ c） -1　 事業者は、 作業者に、 適切な作業手順を 教えないで、 又は手順書が無く ても 、 作業を 行わせる こ と が可能である 。

（ c） -2　 作業者は、 意図的に、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -3　 作業者は、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -4　 作業者は、 （ 新人等のため、 又はベテ ラ ン であっ ても 過去の経験に頼っ て、 ） 決めら れた手順又はルールを 十分理解し ていないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -5　 作業者は、 決めら れた保護具等を 適切に使用し ないで、 作業する こ と が可能である 。

（ c） -6　 作業者は、 手順書の使い勝手が悪く 、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -7　 作業者は、 容易に、 禁止エリ アに入っ て、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ c） -8　 作業者は、 安全だ、 又は大丈夫だと 勘違いし て、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -9　 作業者は、 共同で作業を 行う 際、 作業の連携が不十分なまま、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -10　 作業者は、 通常は一人作業である が、 二人作業と なっ たために、 作業の連携が不十分のまま、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -11　 作業者は、 通常は二人作業である が、 一人でも 作業を 行う こ と が可能である 。

（ c） -12　 作業者は、 良かれと 思っ て、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略し て作業を 行う 可能性がある 。

（ D） 　 近道行動（ 最小抵抗経路行動）

（ d） -1　 作業者が、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 近道行動が可能である 。

（ d） -2　 作業者が、 短時間だから 大丈夫と 思い込んで、 電源やエン ジン を 切ら ずに、 現場を 離れる こ と が可能である 。

（ d） -3　 作業者は、 禁止さ れたエリ アに、 入る こ と が可能である 。

（ d） -4　 作業者は、 適切な機械・ 設備が近く にないため、 容易に、 手短な機械・ 設備を 代用し て又は人力で、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ d） -5　 作業者は、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 スピ ード オーバーで、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ B） スイ ッ チの誤作動防止のための保護錠が設けら れていない等、 労働災害防止のための機能・ 方策の無効化し やすさ

（ b） -2　 作業者が、 面倒がっ て、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ b） -5　 作業者が、 容易に、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ b） -4　 作業者が、 容易に、 安全カ バー等を 外すこ と が可能である 。

（ b） -3　 作業者が、 焦っ ていたために、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ b） -1　 事業者は、 作業者に、 安全カ バー、 安全装置等を 付けずに、 作業を 行わせる こ と が可能である 。

（ b） -6　 作業者は、 電源や機械を 止めずに、 作業を 行う こ と が可能である 。
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（ E） 監視の有無等の意図的な誤使用等のし やすさ

（ e） -1　 作業者は、 決めら れた配置員や誘導員がいなく ても 、 作業を する こ と が可能である 。

（ e） -2　 作業員は、 配置員や誘導員の指示や合図内容を 間違えて、 作業する 可能性がある 。

（ F） 作業者の資格・ 教育等

（ f ） -1　 事業者は、 作業者に、 決めら れた資格や教育を 行わないで、 作業を さ せる こ と が可能である 。

（ f ） -2　 事業者は、 作業者の資格の有無を 確認し ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ f ） -3　 事業者は、 有資格者不足のため、 近く の無資格者に作業を 行わせる 可能性がある 。

（ f ） -4　 作業者は、 無資格のまま、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ f ） -5　 作業者は、 教育内容を 十分理解し ないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

ヒ ュ ーマン エラ ー（ 操作ミ ス等）

（ H） 　 作業者の資格・ 教育

（ h） -1　 事業者は、 作業者に、 法令等で必要な資格や教育を 知ら ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -2　 事業者は、 作業者に、 配置転換等で、 資格や教育の有無を 確認し ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -3　 事業者は、 作業者に、 有資格者と 思い込んで、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -4　 作業者は、 自分は有資格者と 思い込んで、 作業を 行う 可能性がある 。

（ h） -5　 事業者は、 作業者に、 決めら れた資格・ 教育の範囲を 超えて、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -6　 作業者は、 決めら れた資格・ 教育の範囲を 超えて、 作業を 行う 可能性がある 。

（ h） -7　 作業者は、 法令等で必要な資格や教育を 知ら ないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

そ  の  他

（ 他） -1　 作業者は、 判断能力を 失っ て、 作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -1　 作業者は、 類似のボタ ン やハン ド 又は設備が並んでいる ため、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -2　 作業者は、 工場内の表示色や基本操作方法が統一さ れておら ず、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -3　 作業者は、 操作方法が視覚的ではなく 、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -4　 作業者は、 同じ 種類の機械であっ ても 、 メ ーカ ーによ り 操作方法が異なっ ている など 、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ G） 　 ボタ ン の配置、 ハン ド ルの操作方向のばら つき 等の人間工学的な誤使用の誘発し やすさ

（ g） -5　 作業者は、 ク レ ーン の定格荷重量など 、 機械・ 設備の能力を 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -6　 作業者は、 経年劣化等のため、 ボタ ン 等の表示が判別し ずら く なり 、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -7　 作業者は、 外国人労働者等のため、 表示内容を 間違えて作業を 行う 可能性がある 。



別添資料 ２

1 ページ

意図的なルール違反・ ヒ ュ ーマンエラ ーの類型化のための整理表（ 項目及び事例に基づく ガイ ド ）

意図的なルール違反（ 安全機能・ 安全装置等）

安全機能等の無効化又は無視する 可能性

（ A） 生産性の低下等、 労働災害防止のための機能・ 方策を 無効化さ せる 動機

（ a） -1　 作業者は、 意図的に、 安全よ り も 生産性を 優先する こ と が可能である 。

（ a） -2　 作業者は、 意図的に、 安全カ バー等を 外すこ と が可能である 。

（ a） -3　 作業者は、 意図的に、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ a） -4　 作業者は、 意図的に、 安全機能を 改造する こ と が可能である 。

（ B） スイ ッ チの誤作動防止のための保護錠が設けら れていない等、 労働災害防止のための機能・ 方策の無効化し やすさ

〇個装製品の搬送コ ンベアの反転機の空間に落ちた物を 取り 除こ う と し て、 動く コ ンベアにはさ まれて指を 切断し た。

〇ボルト 締めを し ている安全カ バーでも 点検頻度が多く なると はずし たままで稼働する。

（ b） -2　 作業者が、 面倒がっ て、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ b） -5　 作業者が、 容易に、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

（ b） -4　 作業者が、 容易に、 安全カ バー等を 外すこ と が可能である 。

（ b） -3　 作業者が、 焦っ ていたために、 安全機能を 無効化する こ と が可能である 。

〇タ レ ッ ド パンチプレ スで操作者位置に圧力検知マッ ト を 敷いていたが、 チョ コ 停が頻繁するため停止さ せないよう 、 マッ ト を 踏まないで（ 跨いで） 作業が可能である。

〇安全装置の固定が不十分で簡単に物理的な無効化が可能である。

〇機械の不具合が発生し 、 ト ラ ブル解除後に、 作業者は、 焦っ て、 自動運転を 再度停止せずに、 安全柵を 乗り 越える可能性がある。

〇保護カ バーを 外し たまま回転みがき 作業を 行う こ と が可能である。

〇再運転に時間がかかるため機械を 停止せずに、 ロールと 駆動ベルト に巻き 込まれる可能性がある。

〇ト ラ ブル発生時、 焦り や作業者の都合により 電源を 切ら ないままト ラ ブル対応する可能性がある。

〇高速カ ッ タ ースイ ッ チ停止後、 完全に回転が止まる前に対象物を 外し に行く こ と が可能である。

（ b） -1　 事業者は、 作業者に、 安全カ バー、 安全装置等を 付けずに、 作業を 行わせる こ と が可能である 。

（ b） -6　 作業者は、 電源や機械を 止めずに、 作業を 行う こ と が可能である 。

〇作業者が、 面倒がっ て、 安全装置を 切っ たまま、 プレ ス作業を 行う こ と が可能である。

〇ハンド グラ イ ンダーを 、 作業性向上の為に安全カ バーを 外し 、 作業を 行う 事が可能である。

〇安全柵の扉のイ ンタ ーロッ ク を 無効化し て、 安全柵の中に入るこ と が可能である。

〇安全カ バーを 外し て、 動いている製品を 触診し て、 ロールに手を 巻込まれる。

〇プレ スブレ ーキの式安全装置を 無効化し て作業する。

〇イ ンタ ーロッ ク 部に詰め物を し てカ バーを 開け、 ロールを 動かし たまま、 手を 巻込まれた。

〇操作スイ ッ チを ガムテープで固定し 、 ロールを 回転さ せたまま清掃し 、 ロールに巻込まれる可能性がある。
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意図的なルール違反（ 作業手順の逸脱等）

（ C） 　 作業手順等の周知状況

（ c） -1　 事業者は、 作業者に、 適切な作業手順を 教えないで、 又は手順書が無く ても 、 作業を 行わせる こ と が可能である 。

（ c） -2　 作業者は、 意図的に、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -3　 作業者は、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -4　 作業者は、 （ 新人等のため、 又はベテラ ン であっ ても 過去の経験に頼っ て、 ） 決めら れた手順又はルールを 十分理解し ていないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -5　 作業者は、 決めら れた保護具等を 適切に使用し ないで、 作業する こ と が可能である 。

〇定めら れた保護具、 服装を 正し く 着用せずに作業するこ と が可能である。

（ c） -6　 作業者は、 手順書の使い勝手が悪く 、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略する こ と が可能である 。

（ c） -7　 作業者は、 容易に、 禁止エリ アに入っ て、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ c） -8　 作業者は、 安全だ、 又は大丈夫だと 勘違いし て、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -9　 作業者は、 共同で作業を 行う 際、 作業の連携が不十分なまま、 作業を 行う 可能性がある 。

〇ロータ リ ーバルブの清掃を ２ 名で行っ ていた、 被災者は設備停止の合図で手を 入れて清掃を 行っ た。 停止し ているつも り で入れた手を 被災する。

〇ド ラ ムを 回転さ せながら 高圧洗浄作業を 実施中、 共同作業者は、 誤っ て命札を 掛けてあるスイ ッ チを 操作すればよいと 思い違いを し てロッ ク ピンを 外し 、 操作し てし まい、 被災
者は機械に巻き 込まれた。

〇安全柵を 乗り 越えて設備の可動範囲に立入、 挟まれ災害が発生し た。

〇過去にも 同様にシャ ーリ ングの後ろ から シャ ーリ ングの中に手を 入れた事が有り 、 今回も 大丈夫だろ う と 思っ て作業し 、 手を 切断する可能性がある。

〇工作機械等の定めら てた作業手順等を 教えないで、 作業を さ せるこ と が可能である。

〇管理者が作業者の意見を 聞かずに作っ た手順書は使い勝手悪く 手順書どおり 作業が行われない可能性がある。

〇保護メ ガネの曇り を 嫌い、 保護メ ガネを 装着し ないまま作業するこ と が可能である。

〇玉掛け作業で、 が手鉤（ てがき ） 用いると 操作し ずら いのでルールを 守ら ない。

〇気を つけてやれば大丈夫だろ う と 勝手な判断でルール違反を し てし まう 可能性がある。

〇作業者が作業標準を 理解し ていない場合も 経験知で作業可能な環境である。

〇使用し て作業する事になっ ているが、 新人が治具を う まく 使いこ なせず、 直接手出し し てし まう 可能性がある。

〇ベテラ ン作業者が疲労と 過信から 、 作業手順の一部を 省略し て作業する可能性がある。

〇駆動源の停止を 行わなく と も 、 駆動源に近づいたり 、 手や体を 入るこ と のでき る設備があり 、 危険領域に侵入し てし まう 。

〇作業手順書を 見ずに間違っ た手順で作業を するこ と が可能である。

〇統一し た作業手順等が無いために、 作業者独自の方法で作業を するこ と が可能である。

〇ディ スク グラ イ ンダーには、 切断用と 研磨用の2種類の砥石を 装着でき るよう になっ ているが、 同僚が切断作業を 行う 為に切断用砥石に取り 替えていたが、 作業者は研磨用砥石
が装着さ れていると 思い込み、 切断用砥石で研磨作業を する可能性がある。
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（ c） -10　 作業者は、 通常は一人作業である が、 二人作業と なっ たために、 作業の連携が不十分のまま、 作業を 行う 可能性がある 。

（ c） -11　 作業者は、 通常は二人作業である が、 一人でも 作業を 行う こ と が可能である 。

〇二人作業するべき 作業を 一人作業で行う こ と が可能である。

（ c） -12　 作業者は、 良かれと 思っ て、 決めら れた手順又はルールを 、 修正又は省略し て作業を 行う 可能性がある 。

（ D） 　 近道行動（ 最小抵抗経路行動）

（ d） -1　 作業者が、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 近道行動が可能である 。

（ d） -2　 作業者が、 短時間だから 大丈夫と 思い込んで、 電源やエン ジン を 切ら ずに、 現場を 離れる こ と が可能である 。

〇フ ォ ーク リ フ ト の運転席から 離れる時に、 短時間と の考えでエンジンを 切ら ずに離籍し 、 フ ォ ーク リ フ ト が動き 出し た。

（ d） -3　 作業者は、 禁止さ れたエリ アに、 入る こ と が可能である 。

（ d） -4　 作業者は、 適切な機械・ 設備が近く にないため、 容易に、 手短な機械・ 設備を 代用し て又は人力で、 作業を 行う こ と が可能である 。

〇重量物はク レ ーンを 使用するルールだが、 ク レ ーンまでの移動時間がかかるため、 人力で持ち上げるこ と が可能である。

（ d） -5　 作業者は、 こ の程度なら 大丈夫と 思い込んで、 スピ ード オーバーで、 作業を 行う こ と が可能である 。

〇工場敷地内車両通行20km/h制限を 未遵守である。

（ E） 監視の有無等の意図的な誤使用等のし やすさ

（ e） -1　 作業者は、 決めら れた配置員や誘導員がいなく ても 、 作業を する こ と が可能である 。

（ e） -2　 作業員は、 配置員や誘導員の指示や合図内容を 間違えて、 作業する 可能性がある 。

〇玉掛け合図者の合図無し に、 ク レ ーンオペレ ータ ーがク レ ーンの操作を 行っ た。

〇危険地帯の出入り が安易に可能である。

〇フ ォ ーク リ フ ト が複数台で積み込み作業を し ていたが、 運転は慣れているので作業指揮者を 配置せずに作業し た。

〇短時間の作業を 行う 際、 エンジンを 切ら ずにフ ォ ーク リ フ ト を 降り て作業を 行っ たり その場を 離れたり する。

〇安全を 確保するためには迂回路を 通行し なければなら ないが、 時間がかかる、 めんどく さ い等の理由から 墜・ 転落の危険が潜んでいる近道を 通行する。

〇運搬物の排出作業の際、 普段は一人作業で確認から ダンピング操作まで行っ ているが、 も う 一人作業に加わり 、 二人になるこ と で連携作業と なり ケガを するリ スク が高まる。

〇作業を 一人で行っ ていたと こ ろ 、 別の作業を 終えて手伝おう と も う 一人が作業に加わっ て残圧抜き 操作を し たと こ ろ 、 手伝っ てく れていると 知ら なかっ た元の作業者に掛かり ヒ
ヤリ と し た。

〇「 よかれ」 と 思っ てか、 ただ楽を し たいから か、 認めら れていない方法なのか、 理由は様々だが、 手順書通り では生産、 品質を 満たすこ と ができ ないので、 現場では別の手順で
製造さ れていた。

〇配置が定めら れた作業指揮者を 配置さ せないで、 作業を 行わせるこ と が可能である。

〇立入禁止エリ アにおいて、 禁止措置が注意喚起表示のみであっ たり ト ラ ロープ等容易に行き 来でき る場合、 近道のため作業者が侵入するこ と は可能である。

〇近道と は若干異なるが、 作業者が時間に追われるあまり 、 走っ てはなら ない通路で走っ てし まい転倒の可能性がある。

〇ポンプ等の設備を 足場に作業するこ と はルール違反であっ たが、 足場設置を 省略し 、 近く にある設備を 足場に作業行い、 足を 滑ら し て転落、 負傷し た。

〇フ ォ ーク リ フ ト で走行すべき あら かじ め決めら れた構内ルート を 外れ、 敢えて近道を 行う こ と が可能である。 （ 作業者が、 こ の程度なら 大丈夫と 考えて、 近道行動が可能であ
る。 ）
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（ F） 作業者の資格・ 教育等

（ f ） -1　 事業者は、 作業者に、 決めら れた資格や教育を 行わないで、 作業を さ せる こ と が可能である 。

〇Ｓ Ｄ Ｓ の内容を 教えないで化学製品を 用いた作業さ せるこ と が可能である。

（ f ） -2　 事業者は、 作業者の資格の有無を 確認し ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ f ） -3　 事業者は、 有資格者不足のため、 近く の無資格者に作業を 行わせる 可能性がある 。

（ f ） -4　 作業者は、 無資格のまま、 作業を 行う こ と が可能である 。

（ f ） -5　 作業者は、 教育内容を 十分理解し ないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

ヒ ュ ーマン エラ ー（ 操作ミ ス等）

〇作業スペース確保のため、 作業場に仮保管中の鉄板材料（ 重さ 765ｋ ｇ ） を ナイ ロンスリ ングで絞り を 入れずに玉掛け作業の1点吊り （ 教育の不足） 。 床上約60ｃ ｍの高さ に吊り
上げ、 横1. 8ｍへ移動中に荷崩れを 起こ し 、 鉄板が落下し 、 挟まれた。

（ g） -1　 作業者は、 類似のボタ ン やハン ド 又は設備が並んでいる ため、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -2　 作業者は、 工場内の表示色や基本操作方法が統一さ れておら ず、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -3　 作業者は、 操作方法が視覚的ではなく 、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -4　 作業者は、 同じ 種類の機械であっ ても 、 メ ーカ ーによ り 操作方法が異なっ ている など、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -5　 作業者は、 ク レ ーン の定格荷重量など、 機械・ 設備の能力を 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ G） 　 ボタ ン の配置、 ハン ド ルの操作方向のばら つき 等の人間工学的な誤使用の誘発し やすさ

〇リ ーチ、 リ フ ト の修理で代車を 使う 際、 車種が違う と いつも と 操作レ バー配置が違う ため間違えてし まう こ と がある。 （ 荷物に集中し ているのでレ バーは見ず操作し ている）

〇無線操作式ク レ ーンで上昇と 下降ボタ ンを 間違えて操作し た。

〇ク レ ーンの定格荷重量を 間違える可能性がある。 ０ ． ４ ９ Tonのホイ スト ク レ ーンを 使っ て、 ５ ０ ０ Kg用木箱に材料５ ０ ０ Kgを 入れていたが、 ５ ０ ０ Kg（ 材料） ＋天秤重量＋木
箱重量＝数十Kｇ オーバーと なる。

〇工場には各種メ ーカ ーのフ ォ ーク リ フ ト があり 、 各フ ォ ーク リ フ ト ごと に操作レ バーの位置が違っ ており 、 かつ、 機能表示も 無いために、 作業者がレ バー操作を 間違えて誤作動
を 起こ す可能性がある。

〇無線式ク レ ーンでは、 ク レ ーン運転士の資格を も っ ているか否かの外観での見極めがつかないため、 資格有無が判明し ないままで作業を 行わせる可能性がある。

〇玉掛けク レ ーンは資格が無く ても 動かすこ と は可能である。

〇作業者が安全衛生法令で定めら れた特別教育を 受けている事を 周知する表示・ 掲示のルールが決まっ ていないために、 無資格の作業者が作業を 行う 事を 禁止出来ない可能性があ
る。

〇類似の操作ボタ ンやバルブのハンド ルが並んでおり 、 間違えてし まう 可能性がある。

〇工場内で表示色、 基本操作方法が統一さ れておら ず間違えやすい。

〇プログラ ムコ ント ローラ ーのパタ ーン入力操作が視覚的でなく 間違いやすい。

〇有資格者の人数が不足し ており 、 交代勤務の班で有資格者の欠員が生じ ている。

〇設備の主電源の鍵の保管場所を 誰も が知っ ており 、 自由に取り 出せる状態であるために、 操作資格を 持たない作業者が設備の操作を 行う こ と が可能である。

〇非常停止の操作ボタ ンの仕様が統一さ れておら ず操作性が違う 。

〇作業を 行う 者全員に安全衛生法令で定めら れた特別教育が必要であるこ と を 知ら ないで、 一部の代表者が特別教育を 受けていれば良いと 思い込み、 無資格者に作業を 行わせるこ
と が可能である。
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（ H） 　 作業者の資格・ 教育

（ h） -1　 事業者は、 作業者に、 法令等で必要な資格や教育を 知ら ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -2　 事業者は、 作業者に、 配置転換等で、 資格や教育の有無を 確認し ないまま、 作業を 行わせる 可能性がある 。

〇有資格者充足状況の確認を 怠り 、 人事異動時の責任者変更手続き も 失念する。

（ h） -3　 事業者は、 作業者に、 有資格者と 思い込んで、 作業を 行わせる 可能性がある 。

（ h） -4　 作業者は、 自分は有資格者と 思い込んで、 作業を 行う 可能性がある 。

〇産業用ロボッ ト の教示等の作業に関する特別教育を 受講し ていたので、 ロボッ ト の検査や修理の作業を 行っ た。

（ h） -5　 事業者は、 作業者に、 決めら れた資格・ 教育の範囲を 超えて、 作業を 行わせる 可能性がある 。

〇電気工事士の資格者であっ たので、 低圧電気取扱業務特別教育を 受講せずに作業し た。

（ h） -6　 作業者は、 決めら れた資格・ 教育の範囲を 超えて、 作業を 行う 可能性がある 。

（ h） -7　 作業者は、 法令等で必要な資格や教育を 知ら ないまま、 作業を 行う 可能性がある 。

そ  の  他

（ 他） -1　 作業者は、 判断能力を 失っ て、 作業を 行う 可能性がある 。

〇認定嗜好品ではあるが判断能力の落ちる薬物や酒等が血中に残留し ている。

〇治療目的で判断能力の落ちる薬物を 服用中である。

〇酸欠の可能性のあるピッ ト 等を 酸欠危険区域に指定し ているが、 そこ の職場の作業者に酸欠等欠乏危険作業特別教育を 受けさ せないで作業を さ せるこ と が可能である。

〇グラ イ ンダを 扱う 作業は、 全員研削砥石特別教育を 受けているが配置転換、 中途採用者の特別教育を 失念し ている可能性がある。

〇加工機械に付属し ているホイ スト ク レ ーンを 、 ク レ ーン運転の業務に係る特別教育を 受けずに運転する可能性がある。

〇特別教育が必要であるこ と を 知っ ているが、 先輩又は顧客作業者にに補助作業を 頼まれる可能性がある。

（ g） -6　 作業者は、 経年劣化等のため、 ボタ ン 等の表示が判別し ずら く なり 、 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

（ g） -7　 作業者は、 外国人労働者等のため、 表示内容を 間違えて作業を 行う 可能性がある 。

〇ク レ ーンのペンダント の押釦文字が油汚れで見えなく なり 押し 間違える可能性がある。

〇停止押釦スイ ッ チに赤色を 慣習的に使用し ているため、 外国人派遣労働者には非常停止と 間違えて押す可能性がある。

〇ボタ ンの表示が消えてし まい、 間違えてし まう 可能性がある。

〇補助作業だけのはずが、 ト ラ ブル等で夢中になっ ている内に有資格の作業まで手出し する可能性がある。

〇作業者が資格を 取得済と 思い込み作業に就かせる。

〇安全衛生法令で定めら れた特別教育が必要であるこ と を 知ら ないで、 作業を 行わせるこ と が可能である。 （ 当該現場で、 法令で何が必要な資格、 教育かを 知ら ない可能性があ
る。 ）
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